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入浴介護事業所と同一の建物（以下この注において「同一敷地 入浴介護事業所と同一建物に居住する利用者又は当該指定介護

内建物等」という。）に居住する利用者（指定介護予防訪問入 予防訪問入浴介護事業所における１月当たりの利用者が同一の

浴介護事業所における１月当たりの利用者が同一敷地内建物等 建物に20人以上居住する建物の利用者に対し、指定介護予防訪

に50人以上居住する建物に居住する利用者を除く。）又は指定 問入浴介護を行った場合は、所定単位数の100分の90に相当す

介護予防訪問入浴介護事業所における１月当たりの利用者が同 る単位数を算定する。

一の建物に20人以上居住する建物（同一敷地内建物等を除く。

）に居住する利用者に対して、指定介護予防訪問入浴介護を行

った場合は、１回につき所定単位数の100分の90に相当する単

位数を算定し、指定介護予防訪問入浴介護事業所における１月

当たりの利用者が同一敷地内建物等に50人以上居住する建物に

居住する利用者に対して、指定介護予防訪問入浴介護を行った

場合は、１回につき所定単位数の100分の85に相当する単位数

を算定する。

５～８ （略） ５～８ （略）

ロ （略） ロ （略）

ハ 介護職員処遇改善加算 ハ 介護職員処遇改善加算

注 別に厚生労働大臣が定める基準に適合している介護職員の賃金 注 別に厚生労働大臣が定める基準に適合している介護職員の賃金

の改善等を実施しているものとして都道府県知事（地方自治法（ の改善等を実施しているものとして都道府県知事に届け出た指定

昭和22年法律第67号）第252条の19第１項の指定都市（以下「指 介護予防訪問入浴介護事業所が、利用者に対し、指定介護予防訪

定都市」という。）及び同法第252条の22第１項の中核市（以下 問入浴介護を行った場合は、当該基準に掲げる区分に従い、平成

「中核市」という。）にあっては、指定都市又は中核市の市長。 30年３月31日までの間、次に掲げる単位数を所定単位数に加算す

以下同じ。）の登録を受けたものに限る。以下同じ。）に届け出 る。ただし、次に掲げるいずれかの加算を算定している場合にお

た指定介護予防訪問入浴介護事業所が、利用者に対し、指定介護 いては、次に掲げるその他の加算は算定しない。

予防訪問入浴介護を行った場合は、当該基準に掲げる区分に従い

、平成33年３月31日までの間（⑷及び⑸については、別に厚生労

働大臣が定める期日までの間）、次に掲げる単位数を所定単位数

に加算する。ただし、次に掲げるいずれかの加算を算定している

場合においては、次に掲げるその他の加算は算定しない。

⑴～⑸ （略） ⑴～⑸ （略）

２ 介護予防訪問看護費 ３ 介護予防訪問看護費
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イ 指定介護予防訪問看護ステーションの場合 イ 指定介護予防訪問看護ステーションの場合

⑴ 所要時間20分未満の場合 300単位 ⑴ 所要時間20分未満の場合 310単位

⑵ 所要時間30分未満の場合 448単位 ⑵ 所要時間30分未満の場合 463単位

⑶ 所要時間30分以上１時間未満の場合 787単位 ⑶ 所要時間30分以上１時間未満の場合 814単位

⑷ 所要時間１時間以上１時間30分未満の場合 1,080単位 ⑷ 所要時間１時間以上１時間30分未満の場合 1,117単位

⑸ 理学療法士、作業療法士又は言語聴覚士による訪問の場合（１ ⑸ 理学療法士、作業療法士又は言語聴覚士による訪問の場合（１

回につき） 286単位 回につき） 302単位

ロ 病院又は診療所の場合 ロ 病院又は診療所の場合

⑴ 所要時間20分未満の場合 253単位 ⑴ 所要時間20分未満の場合 262単位

⑵ 所要時間30分未満の場合 379単位 ⑵ 所要時間30分未満の場合 392単位

⑶ 所要時間30分以上１時間未満の場合 548単位 ⑶ 所要時間30分以上１時間未満の場合 567単位

⑷ 所要時間１時間以上１時間30分未満の場合 807単位 ⑷ 所要時間１時間以上１時間30分未満の場合 835単位

注１ 通院が困難な利用者（末期の悪性腫瘍その他別に厚生労働大 注１ 通院が困難な利用者（末期の悪性腫瘍その他別に厚生労働大

臣が定める疾病等の患者並びに精神科訪問看護・指導料（診療 臣が定める疾病等の患者を除く。）に対して、その主治の医師

報酬の算定方法（平成20年厚生労働省告示第59号）別表第一に の指示（指定介護予防訪問看護ステーション（指定介護予防サ

規定する精神科訪問看護・指導料をいう。）及び精神科訪問看 ービス基準第63条第１項第１号に規定する指定介護予防訪問看

護基本療養費（訪問看護療養費に係る指定訪問看護の費用の額 護ステーションをいう。以下同じ。）にあっては、主治の医師

の算定方法（平成20年厚生労働省告示第67号）別表に規定する が交付した文書による指示）及び介護予防訪問看護計画書（指

精神科訪問看護基本療養費をいう。）に係る訪問看護の利用者 定介護予防サービス基準第76条第２号に規定する介護予防訪問

を除く。）に対して、その主治の医師の指示（指定介護予防訪 看護計画書をいう。以下同じ。）に基づき、指定介護予防訪問

問看護ステーション（指定介護予防サービス基準第63条第１項 看護事業所（指定介護予防サービス基準第63条第１項に規定す

第１号に規定する指定介護予防訪問看護ステーションをいう。 る指定介護予防訪問看護事業所をいう。以下同じ。）の保健師

以下同じ。）にあっては、主治の医師が交付した文書による指 、看護師、准看護師又は理学療法士、作業療法士若しくは言語

示）及び介護予防訪問看護計画書（指定介護予防サービス基準 聴覚士（以下「看護師等」という。）が、指定介護予防訪問看

第76条第２号に規定する介護予防訪問看護計画書をいう。以下 護（指定介護予防サービス基準第62条に規定する指定介護予防

同じ。）に基づき、指定介護予防訪問看護事業所（指定介護予 訪問看護をいう。以下同じ。）を行った場合に、現に要した時

防サービス基準第63条第１項に規定する指定介護予防訪問看護 間ではなく、介護予防訪問看護計画書に位置付けられた内容の

事業所をいう。以下同じ。）の保健師、看護師、准看護師又は 指定介護予防訪問看護を行うのに要する標準的な時間で所定単

理学療法士、作業療法士若しくは言語聴覚士（以下「看護師等 位数を算定する。ただし、イ⑴又はロ⑴の単位数については、

」という。）が、指定介護予防訪問看護（指定介護予防サービ 指定介護予防訪問看護を24時間行うことができる体制を整えて
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ス基準第62条に規定する指定介護予防訪問看護をいう。以下同 いる指定介護予防訪問看護事業所であって、介護予防サービス

じ。）を行った場合に、現に要した時間ではなく、介護予防訪 計画又は介護予防訪問看護計画書の中に20分以上の指定介護予

問看護計画書に位置付けられた内容の指定介護予防訪問看護を 防訪問看護が週１回以上含まれている場合に算定し、准看護師

行うのに要する標準的な時間で所定単位数を算定する。ただし が指定介護予防訪問看護を行った場合は、所定単位数の100分

、イ⑴又はロ⑴の単位数については、指定介護予防訪問看護を の90に相当する単位数を算定する。なお、イ⑸について理学療

24時間行うことができる体制を整えている指定介護予防訪問看 法士、作業療法士又は言語聴覚士が１日に２回を超えて指定介

護事業所であって、介護予防サービス計画（介護保険法（平成 護予防訪問看護を行った場合、１回につき100分の90に相当す

９年法律第123号。以下「法」という。）第８条の２第16項に る単位数を算定する。

規定する介護予防サービス計画をいい、介護保険法施行規則（

平成11年厚生省令第36号）第83条の９第１号ハ及びニに規定す

る計画を含む。以下同じ。）又は介護予防訪問看護計画書の中

に20分以上の指定介護予防訪問看護が週１回以上含まれている

場合に算定し、准看護師が指定介護予防訪問看護を行った場合

は、所定単位数の100分の90に相当する単位数を算定する。ま

た、理学療法士、作業療法士又は言語聴覚士（以下この注にお

いて「理学療法士等」という。）が指定介護予防訪問看護を行

った場合は、イの⑸の所定単位数を算定することとし、理学療

法士等が１日に２回を超えて指定介護予防訪問看護を行った場

合、１回につき100分の90に相当する単位数を算定する。

（削る） ２ 指定介護予防訪問看護事業所の所在する建物と同一の敷地内

若しくは隣接する敷地内の建物若しくは指定介護予防訪問看護

事業所と同一建物に居住する利用者又は当該指定介護予防訪問

看護事業所における１月当たりの利用者が同一の建物に20人以

上居住する建物の利用者に対し、指定介護予防訪問看護を行っ

た場合は、所定単位数の100分の90に相当する単位数を算定す

る。

２ （略） ３ （略）

３ 別に厚生労働大臣が定める基準を満たす場合であって、同時 ４ 別に厚生労働大臣が定める基準を満たす場合であって、同時

に複数の看護師等が１人の利用者に対して指定介護予防訪問看 に複数の看護師等が１人の利用者に対して指定介護予防訪問看

護を行ったとき又は看護師等が看護補助者と同時に１人の利用 護を行ったときは、次に掲げる区分に応じ、１回につきそれぞ
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者に対して指定介護予防訪問看護を行ったときは、複数名訪問 れの単位数を所定単位数に加算する。

加算として、次に掲げる区分に応じ、１回につきそれぞれの単 イ 所要時間30分未満の場合 254単位

位数を所定単位数に加算する。 ロ 所要時間30分以上の場合 402単位

⑴ 複数名訪問加算(Ⅰ)

㈠ 複数の看護師等が同時に所要時間30分未満の指定介護予

防訪問看護を行った場合 254単位

㈡ 複数の看護師等が同時に所要時間30分以上の指定介護予

防訪問看護を行った場合 402単位

⑵ 複数名訪問加算(Ⅱ)

㈠ 看護師等が看護補助者と同時に所要時間30分未満の指定

介護予防訪問看護を行った場合 201単位

㈡ 看護師等が看護補助者と同時に所要時間30分以上の指定

介護予防訪問看護を行った場合 317単位

４ （略） ５ （略）

５ 指定介護予防訪問看護事業所の所在する建物と同一の敷地内 （新設）

若しくは隣接する敷地内の建物若しくは指定介護予防訪問看護

事業所と同一の建物（以下この注において「同一敷地内建物等

」という。）に居住する利用者（指定介護予防訪問看護事業所

における１月当たりの利用者が同一敷地内建物等に50人以上居

住する建物に居住する利用者を除く。）又は指定介護予防訪問

看護事業所における１月当たりの利用者が同一の建物に20人以

上居住する建物（同一敷地内建物等を除く。）に居住する利用

者に対して、指定介護予防訪問看護を行った場合は、所定単位

数の100分の90に相当する単位数を算定し、指定介護予防訪問

看護事業所における１月当たりの利用者が同一敷地内建物等に

50人以上居住する建物に居住する利用者に対して、指定介護予

防訪問看護を行った場合は、１回につき所定単位数の100分の8

5に相当する単位数を算定する。

６～８ （略） ６～８ （略）

９ 別に厚生労働大臣が定める基準に適合しているものとして都 ９ 別に厚生労働大臣が定める基準に適合しているものとして都
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道府県知事に届け出た指定介護予防訪問看護ステーションが、 道府県知事に届け出た指定介護予防訪問看護ステーションが、

利用者の同意を得て、利用者又はその家族等に対して当該基準 利用者の同意を得て、利用者又はその家族等に対して当該基準

により24時間連絡できる体制にあって、かつ、計画的に訪問す により24時間連絡できる体制にあって、かつ、計画的に訪問す

ることとなっていない緊急時訪問を必要に応じて行う体制にあ ることとなっていない緊急時訪問を必要に応じて行う場合は、

る場合には、緊急時介護予防訪問看護加算として１月につき57 緊急時介護予防訪問看護加算として１月につき540単位を所定

4単位を所定単位数に加算し、指定介護予防訪問看護を担当す 単位数に加算し、指定介護予防訪問看護を担当する医療機関（

る医療機関（指定介護予防サービス基準第63条第１項第２号に 指定介護予防サービス基準第63条第１項第２号に規定する指定

規定する指定介護予防訪問看護を担当する医療機関をいう。） 介護予防訪問看護を担当する医療機関をいう。）が、利用者の

が、利用者の同意を得て、計画的に訪問することとなっていな 同意を得て、計画的に訪問することとなっていない緊急時訪問

い緊急時訪問を必要に応じて行う体制にある場合には、緊急時 を必要に応じて行う場合は、緊急時介護予防訪問看護加算とし

介護予防訪問看護加算として１月につき315単位を所定単位数 て１月につき290単位を所定単位数に加算する。

に加算する。

10 （略） 10 （略）

11 指定介護予防訪問看護を利用しようとする者の主治の医師（ 11 指定介護予防訪問看護を利用しようとする者の主治の医師（

介護老人保健施設及び介護医療院の医師を除く。）が、当該者 介護老人保健施設の医師を除く。）が、当該者が急性増悪等に

が急性増悪等により一時的に頻回の指定介護予防訪問看護を行 より一時的に頻回の指定介護予防訪問看護を行う必要がある旨

う必要がある旨の特別の指示を行った場合は、その指示の日か の特別の指示を行った場合は、その指示の日から14日間に限っ

ら14日間に限って、介護予防訪問看護費は、算定しない。 て、介護予防訪問看護費は、算定しない。

12 （略） 12 （略）

ハ （略） ハ （略）

ニ 退院時共同指導加算 600単位 ニ 退院時共同指導加算 600単位

注 病院、診療所又は介護老人保健施設若しくは介護医療院に入院 注 病院、診療所又は介護老人保健施設に入院中又は入所中の者が

中又は入所中の者が退院又は退所するに当たり、指定介護予防訪 退院又は退所するに当たり、指定介護予防訪問看護ステーション

問看護ステーションの看護師等（准看護師を除く。）が、退院時 の看護師等（准看護師を除く。）が、退院時共同指導（当該者又

共同指導（当該者又はその看護に当たっている者に対して、病院 はその看護に当たっている者に対して、病院、診療所又は介護老

、診療所又は介護老人保健施設若しくは介護医療院の主治の医師 人保健施設の主治の医師その他の職員と共同し、在宅での療養上

その他の従業者と共同し、在宅での療養上必要な指導を行い、そ 必要な指導を行い、その内容を文書により提供することをいう。

の内容を文書により提供することをいう。）を行った後に、当該 ）を行った後に、当該者の退院又は退所後に当該者に対する初回

者の退院又は退所後に当該者に対する初回の指定介護予防訪問看 の指定介護予防訪問看護を行った場合に、退院時共同指導加算と

護を行った場合に、退院時共同指導加算として、当該退院又は退 して、当該退院又は退所につき１回（特別な管理を必要とする利
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所につき１回（特別な管理を必要とする利用者については、２回 用者については、２回）に限り、所定単位数を加算する。ただし

）に限り、所定単位数を加算する。ただし、ハの初回加算を算定 、ハの初回加算を算定する場合は、退院時共同指導加算は算定し

する場合は、退院時共同指導加算は算定しない。 ない。

ホ 看護体制強化加算 300単位 ホ・へ （略）

注 別に厚生労働大臣が定める基準に適合しているものとして都

道府県知事に届け出た指定介護予防訪問看護事業所が、医療ニ

ーズの高い利用者への指定介護予防訪問看護の提供体制を強化

した場合は、１月につき所定単位数を加算する。

※ 別に厚生労働大臣が定める基準の内容は次のとおり。

介護予防訪問看護費における看護体制強化加算の基準

次に掲げる基準のいずれにも適合すること。

イ 看護体制強化加算(Ⅰ)

⑴ 算定日が属する月の前六月間において、指定介護予防訪問

看護事業所における利用者の総数のうち、緊急時介護予防訪

問看護加算（指定介護予防サービス介護給付費単位数表の介

護予防訪問看護費の注９に係る加算をいう。）を算定した利

用者の占める割合が百分の五十以上であること。

⑵ 算定日が属する月の前六月間において、指定訪問看護事業

所における利用者の総数のうち、特別管理加算（指定介護予

防サービス介護給付費単位数表の介護予防訪問看護費の注

10

に係る加算をいう。）を算定した利用者の占める割合が百分

の三十以上であること。

へ （略）

３ 介護予防訪問リハビリテーション費 ４ 介護予防訪問リハビリテーション費

イ 介護予防訪問リハビリテーション費（１回につき） 290単位 イ 介護予防訪問リハビリテーション費（１回につき） 302単位

注１ 通院が困難な利用者に対して、指定介護予防訪問リハビリテ 注１ 通院が困難な利用者に対して、指定介護予防訪問リハビリテ

ーション事業所（指定介護予防サービス基準第79条第１項に規 ーション事業所の理学療法士、作業療法士又は言語聴覚士が、
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